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注　別段の表示がない限り、本書中の「ユーロ」の表示はすべて欧州連合及びフランス共和国の法定通貨を表している。株式

会社三菱ＵＦＪ銀行の2023年７月27日現在の対顧客電信直物売相場は１ユーロ＝156.98円であった。本書において記載されて

いるユーロ金額の日本円への換算はかかる換算率によって便宜上なされているもので、将来の換算率を表するものではない。
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１　【提出理由】

本報告書は、委託者及び受益者であるルノーと受託者であるフランスの有限責任会社（ソシエテ・ア

ノニム）のナティクシスS.A.との間の2023年７月26日付信託契約の締結及び一定の前提条件が成就し

た場合における履行により、ルノーの主要株主の異動が生じる見込みとなったことから、金融商品取

引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第２項第４号の規

定に基づき提出するものである。

 

２　【報告内容】

主要株主の異動

（１）当該異動に係る主要株主の名称

日産ファイナンス株式会社

 

（２）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割

合

（イ）異動前

所有議決権０個（０％）

 

（ロ）異動後

44,358,342株（所有議決権88,716,684個に相当し、総株主等の議決権に対する割合は

22.44％）。但し、ルノーにおける日産ファイナンス株式会社の議決権は、ルノーと日産自動

車株式会社との間の2023年７月26日付新提携契約により、行使可能な議決権の15％が上限とな

る。

 

（注）異動後の総株主等の議決権の数に対する割合は、2022年12月31日現在の理論上の議決権

400,621,656個から、同日現在議決権を有しない自己株式に係る議決権5,310,961個を控除した

ものを基準としております。

 

（３）当該異動の年月日

（未定）

 

（４）提出者の資本の額及び発行済株式総数

（イ）資本の額

1,126,701,902.04ユーロ（176,869,664,582円）（2023年７月28日現在）

 

（ロ）発行済株式総数

295,722,284株（議決権401,024,649個に相当）（2023年６月30日現在）
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